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平成２１年４月２７日判決言渡

平成２１年(ネ)第１００１８号 商標権移転登録抹消登録請求控訴事件

（原審・東京地方裁判所平成１９年(ワ)第３０８０７号）

口頭弁論終結日 平成２１年４月１３日

判 決

控訴人（一審原告） アイティティ国際電電株式会社

同訴訟代理人弁護士 戸 田 等

被控訴人（一審被告） 株 式 会 社 ウ ィ ル コ ム

同訴訟代理人弁護士 田 辺 邦 子

同 植 松 祐 二

同 竹 内 久 美 子

主 文

１ 原判決を次のとおり変更する。

２ 被控訴人は，控訴人に対し，別紙商標目録１記載の登録商標について，

控訴人と被控訴人との間の平成１９年３月９日付け登録商標に係る期限

付き譲渡契約の期限到来による終了を原因として別紙登録目録記載の登

録の移転登録手続をせよ。

３ 訴訟費用は，第１，２審を通じて被控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 主文第２項と同旨

２ 被控訴人は，控訴人に対し，別紙商標目録１記載の登録商標について，別

紙登録目録記載の登録の抹消登録手続をせよ。

第２ 事案の概要

本件は，控訴人（以下「原告」という。）が被控訴人（以下「被告」とい

う。）に対し，原告から被告に対する別紙商標目録１記載の登録商標（以下
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「本件登録商標」という。）の移転登録の原因行為となった原告と被告との間

の契約（以下「本件契約」という。）について，錯誤無効又は詐欺取消しを主

張して，本件登録商標に係る商標権に基づき移転登録の抹消登録手続を求めた

ところ，原審は原告の請求を棄却したので，原告が控訴した事案である。

原告は，当審において，前記抹消登録手続請求について，本件契約の目的終

了及び期限到来による終了に基づく主張を追加すると共に，本件契約の期限到

来による終了に基づく本件登録商標の移転登録手続請求を追加した。

１ 前提事実

下記の点を除き，原判決２頁２行目から３頁２２行目までを引用する。

(1) 原判決３頁９行目中「［省略］」を「乙が前項の終了期日６０日前まで

に書面にて契約期間の延長を申し入れた場合，甲は協議に応じるものとし，

延長の条件は甲乙協議により決するものとする。」に改める。

(2) 原判決３頁２２行目末尾から行を改めて，次を加える。

「(5) 本件契約の期限の到来

平成２１年２月末日が経過したことにより本件契約の期限が到来し

た。そして，原告及び被告は，上記期日の６０日前までに書面による

契約期間の延長の申入れをしていない（争いのない事実）。」

２ 争点

(1) 本件契約の期限の到来による終了により本件登録商標の移転登録手続請

求又は抹消登録手続請求をすることができるか。

(2) 本件契約の目的達成による終了により本件登録商標の抹消登録手続請求

をすることができるか。

(3) 錯誤無効の成否

(4) 詐欺取消しの成否

第３ 争点に関する当事者の主張

下記を除き，原判決４頁２行目から６頁１行目までを引用する。
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１ 原判決４頁の冒頭に，次を加える。

「１ 争点(1)［本件契約の期限の到来による終了により本件登録商標の移転

登録手続請求又は抹消登録手続請求をすることができるか］について

［原告の主張］

本件契約の契約期間は平成１９年３月１日から平成２１年２月２９日ま

でであるところ（本件契約書４条１項），上記期限が到来し，また原告及

び被告は，本件契約書４条２項による手続，すなわち，上記終了期日の６

０日前までに書面による契約期間の延長の申し入れ手続をしていない。し

たがって，本件契約は期限の到来により終了したので，被告は，原告に対

し，本件登録商標の返還義務がある。

［被告の主張］

(1) 原告の主張のうち，本件契約の契約期間は平成１９年３月１日から

平成２１年２月２９日までとされていること（本件契約書４条１項），

原告及び被告は，書面による契約期間の延長の申し入れ手続をしていな

いことは認める。

(2) 本件契約の期限が到来したとしても，本件契約に基づく本件登録商

標の移転の効力が遡及的に無効となるものではないから，本件登録商標

の抹消登録手続請求には理由がない。

２ 争点(2)［本件契約の目的達成による終了により本件登録商標の抹消登

録手続請求をすることができるか］について

［原告の主張］

本件契約は，被告の別紙商標目録２記載の商標の登録を完了することを

目的とするものであるところ，上記商標は平成２０年２月２２日に完了し

たので，それにより本件契約は目的が達成され終了した。

［被告の主張］

本件契約には，その目的の達成により当然に終了する旨の条項がない以
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上，本件契約の目的が達成されたからといって本件契約が当然に終了する

ものではないし，本件契約の終了により本件登録商標の移転の効力が遡及

的に無効となるものではない。したがって，本件登録商標の抹消登録手続

請求には理由がない。」

２ 原判決４頁１行目中「争点(1)」を「争点(3)」に，同５頁４行目中「争点

(2)」を「争点(4)」にそれぞれ改める。

第４ 当裁判所の判断

１ 争点(1)について

前記第２，１記載の前提事実によれば，本件契約は，期限を平成２１年２月

２９日までとし，その間本件登録商標を被告に譲渡し，その後原告に返却する

ものであること，上記期限が到来したこと，上記期日の６０日前までに書面に

よる契約期間の延長の申入れをしていないことは，いずれも当事者間に争いが

なく，よって，本件契約は終了したものと認められる。そうすると，被告は原

告に対し，本件商標の返還義務を負うこととなり，原告の本件登録商標の移転

登録手続請求には理由がある。

２ 結論

以上の次第であるから，原告の本件契約の期限の到来による終了を理由とし

た本件登録商標に係る移転登録手続請求は理由がある。なお，その余の本件登

録商標の抹消登録手続請求については判断を要しない。

よって，本件控訴には理由があるから，これと異なる原判決を変更した上で，

原告の請求を認容することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官
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飯 村 敏 明

裁判官
中 平 健

裁判官
上 田 洋 幸

商 標 目 録 １

商 標 登 録 番 号 第４３９８０４７号

出 願 年 月 日 平成１０年９月１８日
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出 願 番 号 商願平１０－０８０５３５

登 録 年 月 日 平成１２年７月７日

商品及び役務の区分 第９類

指 定 商 品 簡易型携帯電話機

登 録 商 標
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登 録 目 録

甲区順位番号２番

【特定承継による本権の移転】

受 付 年 月 日 平成１９年５月１日

受 付 番 号 ００８９４２

登 録 年 月 日 平成１９年５月１６日

登 録 名 義 人 株式会社ウィルコム〔被控訴人〕
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商 標 目 録 ２

１ 商 標 登 録 番 号 第５１１２４６５号

出 願 年 月 日 平成１９年２月１９日

出 願 番 号 商願２００７－０１３６００

登 録 年 月 日 平成２０年２月２２日

商品及び役務の区分 第９類及び第３８類

登 録 商 標

２ 商 標 登 録 番 号 第５１１１４２０号

出 願 年 月 日 平成１９年２月１９日

出 願 番 号 商願２００７－０１３６０１

登 録 年 月 日 平成２０年２月１５日

商品及び役務の区分 第９類，第１６類，第３５類，第３７類，第３８類，

第４１類及び第４２類

登 録 商 標


